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総
務
省
で
は
六
月
一
日（
金
）〜
十

日（
日
）ま
で
、「
電
波
利
用
保
護
旬

間
」
と
し
て
、
携
帯
電
話
、
消
防
・

救
急
無
線
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
な
ど

市
民
生
活
に
欠
か
せ
な
い
電
波
の
利

用
を
保
護
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。
社
会
生
活
を
脅
か
す
不
法
な
電

波
を
な
く
す
た
め
、
電
波
は
ル
ー
ル

を
守
っ
て
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

関
東
総
合
通
信
局

●
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害

　

�
〇
三－

六
二
三
八－

一
九
三
九

●
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

　

�
〇
三－

六
二
三
八－

一
九
四
五

●
放
送
相
談（
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
）

　

�
〇
三－

六
二
三
八－

一
九
四
四

　

国
の
三
位
一
体
の
改
革
の
一
環
で
平
成

十
九
年
か
ら
税
源
移
譲
が
さ
れ
た
た
め
、

平
成
十
九
年
度
の
個
人
住
民
税
（
町
・
県

民
税
）
の
税
額
が
上
が
り
、
平
成
十
九
年

分
の
所
得
税
（
平
成
二
〇
年
春
の
確
定
申

告
分
）
の
税
額
が
下
が
る
人
が
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
個
人
住
民
税
（
町
・
県
民
税
）

は
平
成
十
八
年
度
ま
で
は
累
進
税
率
で
、

所
得
に
よ
っ
て
三
段
階
あ
り
ま
し
た
が
、

平
成
十
九
年
度
か
ら
一
律
に
な
り
ま
す
。

町
民
税
で
は
税
率
六
％
、
県
民
税
で
は
税

率
は
四
％
、
合
計
十
％
に
な
り
ま
す
。
こ

の
た
め
、
課
税
標
準
額
一
九
五
万
円
以
下

に
対
す
る
税
率
が
上
が
る
た
め
に
、
多
く

の
人
が
個
人
住
民
税
の
税
額
が
増
え
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
個
人
住
民
税

が
増
え
た
分
だ
け
、
所
得
税
額
が
下
が
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
図
１
）

　

従
っ
て
、
平
成
十
九
年
度
の
町
県
民
税

額
と
平
成
十
九
年
分
の
所
得
税
額
の
総
額

は
、
算
定
の
基
と
な
る
所
得
や
控
除
に
差

が
な
け
れ
ば
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
町
県
民
税
と
所
得
税
の
定
率

減
税
廃
止
と
、
県
民
税
の
超
過
課
税
（
所

得
割
の
税
率
〇
・
〇
二
五
％
分
と
均
等
割

三
百
円
）
の
実
施
の
影
響
が
あ
る
の
で
税

額
は
増
え
ま
す
。（
図
２
）

問
合
せ　

税
務
課　

　

�
内
線
二
五
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〜
二
五
三

【図２　税制改正による税額の変動イメージ】
夫婦と子ども二人（一人は特定扶養・給与
５００万円・社会保険料５０万円）

平
成
十
九
年
度
の
町
・
県
民
税
の
税
額
が
上
が
り
ま
す

前 後 
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（ ） 
【図１　税源移譲で変わる、課税所得に対する所得税と個人住
民税の税率】
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平
成
十
九
年
春
の
叙
勲
・
褒
章
が
発
表

さ
れ
ま
し
た
。
葉
山
で
は
次
の
方
が
受
章

さ
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。�

�
�
�
�

�
��

�
�
�
�

　

元
東
京
消

防
庁
勤
務
。

長
年
火
災
予

防
業
務
に
従

事
。
危
険
業

務
従
事
者
と

し
て
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
��

��

�
�
�

　

元
神
奈
川

県
警
察
勤

務
。
刑
事
部

で
第
一
線
の

刑
事
と
し
て

活
動
。
犯
罪

の
捜
査
検
挙
治
安
維
持
に
尽
力
し
、
危
険

業
務
従
事
者
と
し
て
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
�

�
��

�
�
�
�

　

元
東
京
消

防
庁
職
員
と

し
て
勤
務
す

る
こ
と
四
〇

数
年
、
こ
の

間
、
各
種
災

害
現
場
で
活
動
。
危
険
業
務
従
事
者
と
し

て
受
章
さ
れ
ま
し
た
。
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お
知
ら
せ

　

今
日
、
石
油
類
を
は
じ
め
と
す
る
危
険

物
は
、
事
業
所
等
に
お
い
て
幅
広
く
利
用

さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
民
生
活
に
深
く
浸

透
し
、
そ
の
安
全
確
保
の
重
要
性
は
ま
す

ま
す
増
大
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
事
業
所
に
お
け
る
自
主
保

安
体
制
の
確
立
を
呼
び
か
け
る
と
と
も

に
、
広
く
町
民
の
方
々
に
対
し
て
危
険
物

に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
よ
う

毎
年
六
月
の
第
二
週
を
「
危
険
物
安
全
週

間
」
と
し
て
い
ま
す
。

危
険
物
と
は

　

消
防
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、

一
般
的
に
次
の
よ
う
な
危
険
性
を
持
っ
た

物
品
を
い
い
ま
す
。

◆
火
災
発
生
の
危
険
性
が
高
い

◆
火
災
拡
大
の
危
険
性
が
大

き
い

◆
消
火
の
困
難
性
が
高
い

　

私
た
ち
の
身
近
な
も
の
で
は
、
ガ
ソ
リ

ン
・
灯
油
・
油
性
塗
料
等
が
あ
り
ま
す
。

家
庭
内
の
危
険
物
の
事
故
を 

防
ぐ
ポ
イ
ン
ト

①
保
管
の
ポ
イ
ン
ト

●
子
ど
も
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
置
く

●
高
温
に
な
る
場
所
に
は
置
か
な
い

●
フ
タ
は
確
実
に
閉
め
る

②
取
扱
い
の
ポ
イ
ン
ト

●
火
を
止
め
て
か
ら
給
油
す
る

●
定
期
的
に
換
気
す
る

●
使
用
中
は
火
気
厳
禁

危
険
物
の
事
故
事
例

《
事　

例
》

　

マ
ニ
キ
ュ
ア
除
光
液
で
爪
の
手
入
れ
を

し
て
い
た
途
中
で
、た
ば
こ
を
吸
お
う
と
ラ

イ
タ
ー
で
火
を
つ
け
た
と
こ
ろ
、
除
光
液

の
可
燃
性
蒸
気
が
引
火
し
や
け
ど
し
た
。

《
対　

策
》

　

室
内
で
除
光
液
を
使
用
す
る
場
合
は
換

気
を
十
分
に
行
う
と
と
も
に
、
周
囲
の
火

気
に
十
分
注
意
す
る
。

　

そ
の
他
、
ス
プ
レ
ー
製
品
な
ど
普
段
何

気
な
く
使
用
し
て
い
る
も
の
の
中
に
も
危

険
物
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

　
「
正
し
い
取
扱
い
と
保
管
方
法
」「
危
険

特
性
」の
再
確
認
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

消
防
本
部
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危
険
物
安
全
週
間　
六
月
三
日
（
日
）
か
ら
九
日
（
土
）
ま
で

「
危
険
物　

目
指
せ
無
事
故
の　

Ｍ
Ｖ
Ｐ
」
◆
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
？

　

石
油
や
石
炭
な
ど
の
化
石
燃
料
の
大
量

消
費
、
森
林
伐
採
な
ど
に
よ
り
、
二
酸
化

炭
素
な
ど
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
は

近
年
急
激
に
増
え
て
い
ま
す
。
日
本
の
平

均
気
温
は
、
二
〇
世
紀
の
百
年
間
で
一
・

〇
℃ 
上
昇
し
、
い
わ
ゆ
る
異
常
高
温
や
異

常
少
雨
も
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ソ
メ

イ
ヨ
シ
ノ
の
開
花
日
が
早
ま
っ
た
り
、
イ

チ
ョ
ウ
や
カ
エ
デ
の
紅
・
黄
葉
や
落
葉
が

遅
れ
た
り
、
自
然
環
境
へ
の
影
響
も
観
察

さ
れ
始
め
て
い
ま
す
。

　

海
外
で
も
、
氷
河
の
溶
解
、
森
林
火
災
、

異
常
高
温
や
洪
水
な
ど
、
温
暖
化
が
原
因

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
現
象
が
多
発
し
て
い

ま
す
。
二
〇
〇
二
年
に
は
欧
州
で
大
規
模

洪
水
が
発
生
し
、
四
〇
万
人
以
上
が
避
難

す
る
事
態
と
な
っ
た
ほ
か
、
二
〇
〇
三
年

夏
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
熱
波
の
た
め
に
約

一
万
五
千
人
が
死
亡
し
ま
し
た
。
ア
メ
リ

カ
で
発
生
し
た
西
ナ
イ
ル
熱
ウ
イ
ル
ス
の

大
量
感
染
も
、
温
暖
化
が
関
係
し
て
い
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
こ
の
ま
ま
だ
と
ど
う
な
る
の
？

　

温
暖
化
は
今
後
さ
ら
に
進
み
、
二
一
〇

〇
年
ま
で
に
、
地
球
の
平
均
気
温
は
一
・

四
〜
五
・
八
℃ 
上
昇
す
る
と
予
測
さ
れ
て

い
ま
す（
下
図
表
参
照
）。
わ
ず
か
な
上
昇

の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
氷
河
期
の
気
温
が
現
在
よ
り
三
℃
〜

六
℃ 
低
い
だ
け
だ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、

こ
の
上
昇
が
い
か
に
重
大
な
も
の
で
あ
る

か
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。気
温
が
二 
℃ 
上

昇
し
た
だ
け
で
も
、
病
害
虫
の
発
生
や
農

業
用
水
の
不
足
に
よ
る
食
糧
難
、
マ
ラ
リ

ア
や
デ
ン
グ
熱
と
い
っ
た
熱
帯
性
感
染
症

の
増
加
な
ど
、
地
球
環
境
全
体
に
深
刻
な

影
響
が
現
れ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

地
球
温
暖
化
は
、
も
は
や
誰
ひ
と
り
無

関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
問
題
で
す
。
二
酸

化
炭
素
の
排
出
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
で
減

ら
せ
ま
す
。
次
回
は
そ
の
具
体
例
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。

全
国
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
セ
ン

タ
ー
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w
.jcc

ca.org/

）
よ
り
引
用
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『
地
球
温
暖
化
』に
つ
い
て

考
え
よ
う

第二回
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コンポスターアンケートに
ご協力ありがとうございました。 浄化槽の適正な維持管理をお願いします

　コンポスター使用者を対象に使用状況のアン
ケートを行った結果、下記のような回答がありま
した。今後のごみの資源化・減量化を行う中での
参考にします。ご協力ありがとうございました。

アンケート結果

　回答者６４人中、８７．５％にあたる５６人がコンポス
ターを通年使用し、また、その中の５３人がほぼ順
調に処理しているとの回答がありました。
　できた堆肥についても、自宅の庭や、鉢植えの
土として使うなど、有効利用している人が多くみ
られました。
　現在は利用していない人の大きな理由としては、
においが発生してしまうことや、堆肥になるのに
時間がかかるといった理由が多くみられました。

コンポスターや生ごみ処理機を利用しよう

　町では、コンポスターの無償貸与や電動生ごみ
処理機を購入する際の補助金を交付しています。
詳しくは環境課へお問合せください。

ちょっとしたことでごみの減量化

　コンポスターや電動生ごみ処理機を利用するほ
かにも、日ごろのごみを減らすことができます。
●水切りは減量効果絶大
　可燃系ごみのほとんどを生ごみが占めていま
す。そして、その生ごみの８０％は水分です。三角
コーナーなどを利用して水切りを行うだけでごみ
の減量化は可能です。
●ごみを作らない
　計画的な買い物をし、つくりすぎない、食べ残
しをしない。
問合せ　環境課　�内線４５２

　浄化槽を適正に維持管理するために、次の３点
が法律（浄化槽法）で定められています。適切な
管理を心がけましょう。

●清　掃
　浄化槽の浄化能力を維持するために毎年１回清
掃しましょう。（全バッキ型浄化槽はおおむね
６ヶ月に１回）
○清掃の申込
　下記業者へお申し込みください。
　木古庭・堀内・長柄地区
　葉山興業　�８７５－０６４３
　上山口・下山口・一色地区
　葉山衛生社　�８７５－３０７５
※清掃の際は立会い「清掃連絡票」を確認し、押
印してください。

※清掃手数料の支払いは、翌月に送付される「納
入通知書」でお支払いください。

問合せ　環境課　�内線４５２

●保守点検
　家庭用浄化槽は３～４ヶ月に１回の保守点検が
必要です。業者に委託する場合は、県登録業者へ
お申し込みください。
問合せ　鎌倉保健福祉事務所
　�０４６７－２４－３９００　内線２６２

●法定検査
　浄化槽を使い始めて３ヶ月経過した日から５ヶ
月以内に、その後は１年に１回検査を受けること
が浄化槽法で義務付けられています。
申込み・問合せ　（社）県生活水保全協会検査セン
ター　�０４６７－２５－３５４２

　下水道使用者で、下記のいずれかに該当する場合
は、下水道使用料が減免されます。印鑑と要件に該
当していることの証明書（身体障害者手帳等）をお
持ちください。手続きは同居人等、代理の人でも可
能です。
①生活保護法の規定による扶助を受けているとき

全額免除
②次に掲げる人が世帯にいるとき

基本料金に相当する額を免除
ア　身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳

下水道使用料の減免について
の交付を受け、その障害の程度が１級から３級に
該当する人

イ　児童福祉法に規定する児童相談所、又は知的障
害者福祉法に規定する知的障害者更正相談所にお
いて、障害の程度が最重度（Ａ１）、重度（Ａ２）、
中度（Ｂ１）と判断された人

ウ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規
定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、
その障害等級が１級・２級に該当する人

③社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する
施設及びこれに準ずるものと町長が認めた施設を
経営するとき 基本料金に相当する額を免除
問合せ　下水道課　�内線３６２


